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宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○ 
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

政 

府 

案 

 
 

 

附 

則 

  

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成

等
規
制
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
て
い
る
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内

に
お
け
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
等
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
日
（
第
三
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
新
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る

旧
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
示
の
日
の
前
日
）
ま
で

の
間
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 
 

 

附 

則 

  

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成

等
規
制
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
て
い
る
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内

に
お
け
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
等
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
日
（
第
三
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
新
法
第
四
条
第
一
項
の

都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
旧
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
に
あ
っ
て
は
、
当

該
公
示
の
日
の
前
日
）
ま
で
の
間
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
間
」
と
い

う
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 



  

二 

 
（
検
討
） 

第
五
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
新
法
第
十
条
第
一
項

の
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
特
定
盛
土

等
規
制
区
域
以
外
の
土
地
に
お
け
る
盛
土
等
の
状
況
そ
の
他
こ
の
法
律
に
よ

る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
、

土
砂
の
管
理
等
に
係
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

 

 

（
検
討
） 

第
五
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を

加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
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